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マップーオリジナルポロシャツを限定販売します！ 
問合せ：企画財政課 総合政策担当　  991-1818

　町のＰＲキャラクター ｢マップー ｣をプリントしたオリジナルポロシャツを限定販売します。ポリエステル
100％で洗濯後アイロン不要､夏季シーズンやクールビズにぴったりです。さらに､売上の一部は､町の社会福
祉に役立てられますので､ぜひご購入ください！

■販売時期/5月11日(月) ～
■販売価格/1,500円(税込)(数に限りがあります。)
■サイズ等/Ｓ～ＬＬ､
　ドライフィットポロシャツ(ポリエステル100％ )
■販売場所/役場本庁舎1階ロビー ｢ポポ歩｣

介護保険料の改定を行いました
問合せ：住民ほけん課 高齢介護担当　  991-1886

■65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
　 　介護保険料は､3年ごとに見直しを行っています。町では､平成27年度から平成29年度までの介護保険料
を下表のとおりに改定しました。
　　介護保険は､社会全体で支える制度です。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

■40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料
　 　40歳から64歳までの方の介護保険料は､加入している健康保険の保険料と一体的に納めていただいてい
ます。保険料額の算定方法は､健康保険ごとに定められています。

所得段階 市町村民税の課税状況､
収入､所得※1の要件

基準額に
対する割合 年額

第1段階
生活保護受給者  ×0.45

(×0.3 )※3 
　25,704円   
  (17,136円)

世帯全員が
非課税で

老齢福祉年金※2受給者

前年の公的年
金等収入金額
と合計所得金
額の合計額が

80万円以下の方
第2段階 80万円を超え120万円以下の方  ×0.7

(×0.45)※3
   39,984円
  (25,704円)

第3段階 120万円を超える方  ×0.75
(×0.7)※3

   42,840円
  (39,984円)

第4段階 本人が
非課税で

80万円以下の方  ×0.9 51,408円

第5段階 80万円を超える方 基準額 57,120円

第6段階

本人が課税
されていて

前年の合計
所得金額が

120万円未満の方  ×1.2 68,544円

第7段階 120万円以上190万円未満の方  ×1.3 74,256円

第8段階 190万円以上290万円未満の方  ×1.5 85,680円

第9段階 290万円以上400万円未満の方  ×1.7 97,104円

第10段階 400万円以上500万円未満の方  ×1.75 99,960円

第11段階 500万円以上600万円未満の方  ×1.85 105,672円

第12段階 600万円以上の方  ×1.95 111,384円

※1  ｢所得｣とは､実際の｢収入｣から｢必要経費の相当
額｣を差し引いた額です。

※2  明治44年4月1日以前に生まれた方又は大正5年
4月1日以前に生まれた方で､一定の要件を満た
している方が受けている年金です。

※3  第1段階から第3段階までの( )内は､平成29年度
のものです。(平成27年度及び平成28年度は第
1段階が｢基準額×0.5｣から｢基準額×0.45｣に､
平成29年度は第1段階から第3段階までが表の
とおりに､公費投入により軽減されます。)

松伏町　マップー

左胸にプリント 左肩にプリント


